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No. 事項 質問 回答

1 交付の対象 新規指定を受ける予定の事業所の申請は可能か。 新規指定が見込まれる事業所についても、申請可能。

2 交付の対象
同一敷地内に複数の事業所が運営されている場合、事
業所に対する補助基準額はいくらか。

同一敷地内に複数の事業所が運営されている場合は、
１事業所として取り扱う。補助基準額は、10万円とな
る。

3 補助対象 カメラ等のリース費用は、対象となるか。 リース費用は、全て対象外となる。

4 補助対象 既存設備等の改修費は、対象となるか。
既存設備等の改修費は、補助対象外となる。（本補助
金を活用し、新たに設備等を導入する場合に限る。）

5 補助対象
導入した設備等に修理の必要が生じた場合、その経費
も対象となるか。

修理費に要する経費は、事業所の負担となる。

6 補助対象
既存設備等の取り外し費用と新たな設置費用も補助対
象となるか。

取り外しの費用は、補助対象とはならない。新たな設
置費用は、導入に必要不可欠であると判断できるので
あれば、補助対象としていただいて差し支えない。

7 補助対象
撮影した映像を記録、保管するための記憶媒体や鍵付
き保管庫等も補助対象となるか。

利用者のプライバシー保護や、保護者の安心に応える
観点から不可欠であると判断できるのであれば、補助
対象としていただいて差し支えない。

8 補助対象
カメラの三脚や延長コード、保護ケース等の付属品は
補助対象となるか。

カメラの導入に不可欠であると判断できるのであれ
ば、補助対象としていただいて差し支えない。

9 その他
カメラ（固定型カメラ、アクションカメラ等）の導入
にあたり、留意する点はあるか。

カメラによる映像の記録に当たっては、・撮影前に保
護者及び利用者の同意を得ておくこと・プライバシー
保護に配慮した記録後の映像保管体制の構築を行うこ
とが望ましい。（補助の要件ではない。）

「令和５年度保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業」 Ｑ＆Ａ（Vol．１）


